
   桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、環境への負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促

進を図るため、また、先進技術を活用した持続可能な環境都市を構築す

るため、住宅用太陽光発電システム及び高効率給湯器を設置する者に対

し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「住宅用新・省エネルギー機器」とは、住宅用

太陽光発電システム及び高効率給湯器をいう。 

２ この要綱において「住宅用太陽光発電システム」とは、住宅において

太陽光を利用して発電を行うシステムで、次の各号に掲げる要件を備え

たものをいう。 

(1) 住宅の屋根又は屋上への設置に適していること。 

(2) 電力会社の低圧配電線と逆潮流のある系統連結（太陽光発電システ

ムによる発電量のうち当該住宅における使用量を超える余剰電力が生

じた場合に、これを商用電力に送電できるよう当該太陽光発電システ

ムを商用電力と連結させていることをいう。）をしていること。 

(3) 太陽電池容量（日本工業規格に基づいて算出された太陽電池モジュ

ールの最大出力の合計値を言う。以下同じ。）が１０キロワット未満

であること。 

(4) 未使用品であること。 

(5) 電力会社と電灯契約（電灯又は小型機器を使用する需要に関する契

約をいう。）を締結していること。 

３ この要綱において「高効率給湯器」とは、次に掲げる住宅用のものを

いう。 

(1) ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート） 一般社団法人日
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本エレクトロヒートセンターが指定している機種 

(2) 潜熱回収型給湯器（エコジョーズ、エコフィール）及びガスエン

ジン給湯器（エコウィル） 一般社団法人都市ガス振興センター、

日本ＬＰガス団体協議会又は石油連盟が指定している機種 

(3) 家庭用燃料電池（エネファーム） 一般社団法人燃料電池普及促

進協会が指定している機種 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる要件を

備えていなければならない。 

(1) 自己の主たる居住の用に供する市内の住宅で、自ら所有し、又は新

築する住宅（一つの建築物を複数の用途に使用する場合は、当該建築

物の延べ面積の過半を住宅の用途に供するものに限る。）に住宅用

新・省エネルギー機器を設置する者であること。 

(2) 住宅用新・省エネルギー機器を設置する建築物の敷地及び当該建築

物に都市計画法（昭和４３年法律第１００号）又は建築基準法（昭和

２５年法律第２０１号）の違反がない者であること。 

(3) 前年度分の市町村税（特別区税を含む。以下同じ。）を完納してい

る者であること。 

(4) 住宅用新・省エネルギー機器の設置完了時に住民登録がある者であ

ること。 

(5) 第６条の申請書の提出時に、住宅用新・省エネルギー機器の設置工

事を開始していない者であること。 

２ 同一世帯で同一建築物に対する補助金の交付は、一会計年度内に一機

器とする。 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、住宅用新・省エネルギー機器

の設置に要する費用で、次に掲げるものとする。 
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(1) 本体購入に係る費用 

(2) 設置工事に係る費用 

（補助金の額） 

第５条 住宅用太陽光発電システムの補助金額は、住宅用太陽光発電シス

テムを構成する太陽電池容量の最大出力値（単位はキロワットとし、小

数点以下第１位未満は切り捨てる。）に２万円を乗じた額とし、７万円

を限度とする。ただし、住宅用太陽光発電システムを設置する費用が当

該額に満たない場合は、当該設置する費用に相当する額を限度とする。 

２ 高効率給湯器の補助金額は、次のとおりとする。 

(1) ＣＯ２冷媒ヒートポンプ給湯器（エコキュート） ３万円 

(2) 潜熱回収型給湯器（エコジョーズ、エコフィール） ２万円 

(3) ガスエンジン給湯器（エコウィル） ５万円 

(4) 家庭用燃料電池（エネファーム） ５万円 

（交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、住宅用新・省

エネルギー機器設置費補助金交付申請書（様式第１号）により、次の各

号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 住宅用新・省エネルギー機器の経費の内訳が記載されている工事請

負契約書又は見積書の写し 

(2) 住宅用太陽光発電システムについては、最大出力が確認できる書類

の写し（前号の書類の写しで当該最大出力が確認できる場合を除

く。） 

(3) 高効率給湯器については、機器の仕様及び規格が判別できる書類の

写し 

(4) 工事着手前の現況写真及び現地案内図 

(5) 前年度分の市町村税を完納していることを証する書面 

(6) その他市長が必要と認める書類 
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 （交付決定等） 

第７条 市長は前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容

を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項により補助金を交付する旨の決定を受けた者（以下「交

付決定者」という。）に対しては、住宅用新・省エネルギー機器設置費

補助金交付決定通知書（様式第２号）により、交付しない旨の決定をし

た者に対しては住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金不交付決定通

知書（様式第３号）により、それぞれ通知するものとする。 

（変更等承認申請等） 

第８条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじ

め、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金変更等承認申請書（様式

第４号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(1) 補助金交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするとき。 

(2) 補助金に係る設置工事が予定期間内に完了しないとき、又は遂行が

困難になったとき。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助金の交付の決定

を取り消し、又は変更することができる。 

 （実績報告） 

第９条 交付決定者は、補助金に係る設置工事の完了後１月以内又は第７

条により補助金の交付決定を受けた日の属する年度の３月１０日のいず

れか早い日までに、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金実績報告

書（様式第５号）に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 住宅用新・省エネルギー機器の設置工事に係る領収書及び内訳書の

写し 

(2) 住宅用新・省エネルギー機器の設置完了後の写真及び図面 

(3) 住宅用太陽光発電システムについては、電力会社との系統連結に伴

う電力受給契約書の写し 
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(4) 住宅用太陽光発電システムについては、電気事業法（昭和３９年法

律第１７０号）の基準に基づく電気設備の技術基準に適合しているこ

とが確認できる完成検査の試験記録書の写し 

(5) 交付決定者の住民票の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の報告書の提出があった場合は、その内容を審査

し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の交付

額を確定し、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付額確定通知

書（様式第６号）により当該報告書を提出した交付決定者に通知するも

のとする。 

２ 市長は、前条の報告書の内容が補助金の交付決定の内容に適合してい

るか確認するため、住宅用新・省エネルギー機器の設置場所に職員を立

ち合わせ、完了検査を行うことができる。 

 （補助金の請求） 

第１１条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、住宅用

新・省エネルギー機器設置費補助金交付請求書（様式第７号）による交

付決定者の請求に基づき、住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金を

交付するものとする。 

 （交付決定の取消し） 

第１２条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときには、

補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。 

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

(3) 第１０条第２項の完了検査を正当な理由なく拒否したとき。 

(4) その他補助金の交付の条件に違反したとき。 

 （補助金の返還） 
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第１３条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は

変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し既に補助

金が交付されているときは、当該部分に係る補助金の返還を命ずること

ができる。 

 （維持管理） 

第１４条 補助金の交付を受けた者は、住宅用新・省エネルギー機器を、

常に良好な状態に維持管理するように努めなければならない。 

 （協力） 

第１５条 市長は、補助事業に必要があると認めるときは、補助金の交付

を受けた者に対し、必要な協力を求めることができる。 

 （その他） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （桶川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の廃止） 

２ 桶川市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱（平成２１年

桶川市告示第１３７号）は、廃止する。 

 （有効期限） 

３ この告示は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。 



 

様式第１号（第６条関係） 

 

住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付申請書 

 

  年  月  日 

桶川市長  

 

住所 

申請者 氏名         ㊞ 

電話 

 

    年度において住宅用新・省エネルギー機器を設置したいので、

桶川市住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付要綱第６条の規定に

より、次のとおり補助金の交付を申請します。 

 

１ 機器の種類   太陽光発電システム、エコキュート、エコジョー

ズ、エコフィール、エコウィル、エネファーム 

２ 申請額      金            円 

３ 設置場所                          

４ 設置完了予定年月日       年  月  日 

５ 添付書類 

(1) 住宅用新・省エネルギー機器の経費の内訳が記載されている工事請

負契約書又は見積書の写し 

(2) 住宅用太陽光発電システムについては、最大出力が確認できる書類

の写し（前号の書類の写しで当該最大出力が確認できる場合を除

く。） 

(3) 高効率給湯器については、機器の仕様及び規格が判別できる書類の

写し 

(4) 工事着手前の現況写真及び現地案内図 

(5) 前年度分の市町村税を完納していることを証する書面 

(6) その他市長が必要と認める書類 
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様式第２号（第７条関係） 

 

住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付決定通知書 

 

    第     号 

    年  月  日 

 

 

          様 

 

桶川市長         印    

 

 

    年  月  日付けで申請のありました住宅用新・省エネルギ

ー機器設置費補助金の交付について、次のとおり交付を決定しましたので

通知します。 

 

１ 交付金額    金            円 

２ 機器の種類                  

３ 交付条件等 

  交付決定者は、    年  月  日までに設置工事を完了してく

ださい。上記の期限までに設置工事を完了することができないときは、

あらかじめ市長に届け出て、その承認を受けてください。 

４ 承認事項等 

  交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ市 

長の承認を受けなければなりません。 

(1) 補助金交付申請の内容を変更し、又は中止しようとするとき。 

(2) 補助金に係る設置工事が予定期間内に完了しないとき、又は遂行が

困難になったとき。 
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様式第３号（第７条関係） 

 

住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金不交付決定通知書 

 

    第     号 

    年  月  日 

 

          様 

 

桶川市長         印    

 

 

     年  月  日付けで申請のあった住宅用新・省エネルギー機

器設置費補助金の交付について、次の理由により不交付と決定しましたの

で通知します。 

 

 

（理 由）  
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様式第４号（第８条関係） 

 

住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金変更等承認申請書 

 

    年  月  日 

 

桶川市長  

 

住所 

申請者 氏名         ㊞ 

電話 

 

 

    年   月   日付け  第   号で交付決定のあった住宅用

新・省エネルギー機器設置費補助金について、申請内容を次のとおり変更

したいので、申請します。 

 

１ 変更理由 

 

 

２ 変更内容 

 

 

３ 変更後の交付申請額 

            金             円 
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様式第５号（第９条関係） 

 

住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金実績報告書 

 

    年  月  日 

 

桶川市長  

 

住所 

申請者 氏名         ㊞ 

電話 

 

    年  月  日付け  第  号で交付決定の通知を受けた住

宅用新・省エネルギー機器設置費補助金について、事業が完了しましたの

で、次のとおり報告します。 

 

１ 補助金交付決定額   金         円 

２ 設置に要した経費   金         円 

３ 機器の種類                  

４ 設置完了年月日        年  月  日 

５ 添付書類 

(1) 住宅用新・省エネルギー機器の設置工事に係る領収書及び内訳書の

写し 

(2) 住宅用新・省エネルギー機器の設置完了後の写真及び図面 

(3) 住宅用太陽光発電システムについては、電力会社との系統連結に伴

う電力受給契約書の写し 

(4) 住宅用太陽光発電システムについては、電気事業法（昭和３９年法

律第１７０号）の基準に基づく電気設備の技術基準に適合しているこ

とが確認できる完成検査の試験記録書の写し 

(5) 交付決定者の住民票の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 
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様式第６号（第１０条関係） 

 

住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付額確定通知書 

 

    第     号 

    年  月  日 

 

 

        様 

 

桶川市長         印    

 

 

     年  月  日付けで報告のあった住宅用新・省エネルギー機

器設置費補助金の交付については、次のとおりその額を確定しましたので

通知します。 

 

 交付確定額   金             円 
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様式第７号（第１１条関係） 

 

№      

    年  月  日 

住宅用新・省エネルギー機器設置費補助金交付請求書 

 

    年  月  日付け  第  号で額の確定のありました住宅

用新・省エネルギー機器設置費補助金について、次のとおり請求します。 

 

 

請求金額 金          円 

 

 

桶川市長        

 

住所 

氏名        ㊞ 

 

振込先 

信 用 金 庫 

銀    行    本店・支店 

農業協同組合 

口座番号 

当座 

 

普通 

フリガナ  

口座名義人 
 

 

 


